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令和 8 年 3 月 17 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１４１２６号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

令
和
七
年
度
千
葉
県
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
補
正
予
算
の
要
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約 

 
 

 

 
 

の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

家
畜
の
伝
染
病
予
防
検
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
二
号 

 

令
和
七
年
九
月
定
例
県
議
会
の
議
決
を
経
た
令
和
七
年
度
千
葉
県
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
補
正
予

算
の
要
領
は
□
別
冊
の
と
お
り
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
三
号 

 

漁
業
災
害
補
償
法
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
□
第
百
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
□
た
次
の
区
域
及
び
漁
業
の
区
分
に
つ
い
て
の
特
定

第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
□
同
法
第
百
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
の
義
務
は
□
令
和
八
年
三

月
二
十
二
日
か
ら
発
生
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域 

館
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
館
山
船
形
地
区 

漁
業
の
区
分 

一
般
ま
き
網
漁
業 

 

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
四
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
□
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
牛
及

び
水
牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
検
査
□
結
核
検
査
□
ヨ
□
ネ
病
検
査
□
ア
カ
バ
ネ
病
検
査
□
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢

検
査
及
び
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
検
査
□
牛
□
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
□
豚
の
オ
□

エ
ス
キ
□
病
検
査
□
豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群
検
査
及
び
豚
流
行
性
下
痢
検
査
□
豚
及
び
い
の
し
し
の

豚
熱
検
査
及
び
ア
フ
リ
カ
豚
熱
検
査
□
鶏
□
あ
ひ
る
□
う
ず
ら
□
き
じ
□
エ
ミ
□
□
□
だ
ち
□
う
□
ほ
ろ

ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
□
以
下
□
家
き
ん
□
と
い
う
□
□
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
及
び
低
病

原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
□
鶏
の
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ
□
ラ
ム
に
よ
る
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
検
査

及
び
鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
症
検
査
並
び
に
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

実
施
の
目
的 

 

１ 

牛
及
び
水
牛
の
ヨ
□
ネ
病
□
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
及
び
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
□
豚
の
豚
繁
殖
・
呼

吸
障
害
症
候
群
及
び
豚
流
行
性
下
痢
□
豚
及
び
い
の
し
し
の
豚
熱
□
家
き
ん
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
□
鶏
の
鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
症
並
び
に
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
の
発
生
予
防
の
た
め 

 

２ 

牛
及
び
水
牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
□
結
核
及
び
ア
カ
バ
ネ
病
□
牛
□
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
伝
達
性
海
綿

状
脳
症
□
豚
の
オ
□
エ
ス
キ
□
病
□
豚
及
び
い
の
し
し
の
ア
フ
リ
カ
豚
熱
並
び
に
鶏
の
サ
ル
モ
ネ

ラ
・
プ
ロ
□
ラ
ム
に
よ
る
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
の
発
生
予
察
の
た
め 

二 

実
施
す
る
区
域 

 
 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲 

 

１ 

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
□
水
牛
□
め
ん
羊
□
山
羊
□
豚
□
い
の
し
し
又
は
蜜
蜂
で
□
各

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の 

 

２ 

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て
い
る
鶏
で
種
卵
採
取
を
目
的
と
す
る
も
の
及
び
実
施
区
域
内
で
飼
育
し

て
い
る
家
き
ん
で
各
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の 

 

３ 

実
施
区
域
内
で
死
亡
し
た
牛
の
死
体
で
□
各
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の 

 

４ 

実
施
区
域
内
で
月
齢
又
は
推
定
月
齢
が
満
十
八
月
以
上
で
死
亡
し
た
め
ん
羊
又
は
山
羊
の
死
体

で
□
各
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
□
各
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
日 

五 

検
査
の
方
法 

 

１ 

牛
及
び
水
牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
検
査
に
あ
□
て
は
□
血
清
学
的
検
査
□
酵
素
免
疫
測
定
法
□
□
剖

検
□
病
理
組
織
検
査
□
細
菌
検
査
□
遺
伝
子
学
的
検
査
□
疫
学
的
検
査
□
臨
床
検
査
そ
の
他
必
要
と

認
め
る
検
査 

 

２ 

牛
及
び
水
牛
の
結
核
検
査
に
あ
□
て
は
□
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査
□
イ
ン
タ
□
フ
□
ロ
ン
ガ
ン
マ

ア
□
セ
イ
□
剖
検
□
病
理
組
織
検
査
□
細
菌
検
査
□
組
織
検
体
の
遺
伝
子
学
的
検
査
□
疫
学
的
検

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

17

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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査
□
臨
床
検
査
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
検
査 

 
３ 

牛
及
び
水
牛
の
ヨ
□
ネ
病
検
査
に
あ
□
て
は
□
予
備
的
抗
体
検
出
法
に
よ
る
検
査
□
遺
伝
子
学
的

検
査
□
ヨ
□
ニ
ン
検
査
□
血
清
学
的
検
査
□
補
体
結
合
反
応
□
□
疫
学
的
検
査
□
臨
床
検
査
□
細
菌

検
査
そ
の
他
必
要
な
検
査 

 

４ 

牛
及
び
水
牛
の
ア
カ
バ
ネ
病
検
査
に
あ
□
て
は
□
血
清
学
的
検
査
□
中
和
試
験
□
□
疫
学
的
検
査

及
び
臨
床
検
査 

 

５ 

牛
及
び
水
牛
の
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
検
査
に
あ
□
て
は
□
血
清
学
的
検
査
□
酵
素
免
疫
測
定
法
及

び
中
和
試
験
□
□
遺
伝
子
学
的
検
査
□
疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 

６ 

牛
及
び
水
牛
の
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
検
査
に
あ
□
て
は
□
疫
学
的
検
査
□
臨
床
検
査
□
剖
検
□
血

液
学
的
検
査
□
血
清
学
的
検
査
□
酵
素
免
疫
測
定
法
□
□
遺
伝
子
学
的
検
査
□
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査

及
び
病
理
組
織
検
査 

 

７ 

牛
□
め
ん
羊
及
び
山
羊
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
に
あ
□
て
は
□
疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 

８ 

豚
の
オ
□
エ
ス
キ
□
病
検
査
に
あ
□
て
は
□
血
清
学
的
検
査
□
酵
素
免
疫
測
定
法
□
ラ
テ
□
ク
ス

凝
集
反
応
□
中
和
試
験
及
び
抗
体
識
別
酵
素
免
疫
測
定
法
□
□
疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

 

９ 

豚
の
豚
繁
殖
・
呼
吸
障
害
症
候
群
検
査
に
あ
□
て
は
□
血
清
学
的
検
査
□
間
接
蛍
光
抗
体
法
及
び

酵
素
免
疫
測
定
法
□
□
遺
伝
子
学
的
検
査
□
疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

  

10  

豚
の
豚
流
行
性
下
痢
検
査
に
あ
□
て
は
□
血
清
学
的
検
査
□
中
和
試
験
□
□
遺
伝
子
学
的
検
査
□

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

  

11  

豚
及
び
い
の
し
し
の
豚
熱
検
査
に
あ
□
て
は
□
遺
伝
子
学
的
検
査
□
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査
□
血
清

学
的
検
査
□
酵
素
免
疫
測
定
法
及
び
中
和
試
験
□
□
血
液
学
的
検
査
□
疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

  

12  

豚
及
び
い
の
し
し
の
ア
フ
リ
カ
豚
熱
検
査
に
あ
□
て
は
□
遺
伝
子
学
的
検
査
□
血
液
学
的
検
査
□

疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

  

13  

家
き
ん
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
検
査
に
あ
□

て
は
□
血
清
学
的
検
査
□
酵
素
免
疫
測
定
法
□
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
及
び
赤
血
球
凝
集
反
応
□
□

遺
伝
子
学
的
検
査
□
ウ
イ
ル
ス
学
的
検
査
□
疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

  

14  

鶏
の
サ
ル
モ
ネ
ラ
・
プ
ロ
□
ラ
ム
に
よ
る
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
検
査
及
び
鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ

症
検
査
に
あ
□
て
は
□
血
清
学
的
検
査
□
凝
集
反
応
□ 

  

15  

蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
検
査
に
あ
□
て
は
□
細
菌
検
査
□
細
菌
培
養
及
び
脱
脂
乳
に
よ
る
試
験
□
□
遺
伝

子
学
的
検
査
□
疫
学
的
検
査
及
び
臨
床
検
査 

  

16  

牛
の
死
体
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
に
あ
□
て
は
□
酵
素
免
疫
測
定
法
□
ウ
エ
ス
タ
ン
ブ
ロ
□

ト
法
及
び
免
疫
組
織
化
学
的
検
査 

  

17  

め
ん
羊
及
び
山
羊
の
死
体
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
検
査
に
あ
□
て
は
□
ウ
エ
ス
タ
ン
ブ
ロ
□
ト
法

及
び
免
疫
組
織
化
学
的
検
査 

 

千
葉
県
告
示
第
百
四
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
袖
ケ
浦
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

袖
ケ
浦
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

袖
ケ
浦
都
市
計
画
下
水
道
事
業
袖
ケ
浦
市
第
一
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

昭
和
四
十
九
年
千
葉
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号
□
昭
和
五
十
五
年
千
葉
県
告
示
第
五

百
八
十
四
号
□
昭
和
五
十
八
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号
□
昭
和
六
十
一
年
千
葉

県
告
示
第
六
百
七
十
五
号
□
昭
和
六
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
十
八
号
□
平
成
元
年

千
葉
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号
□
平
成
七
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号
□
平
成
十

一
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号
□
平
成
十
五
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号
□

平
成
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
□
平
成
二
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
八

十
五
号
□
平
成
二
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
□
平
成
二
十
六
年
千
葉
県
告

示
第
二
百
三
十
七
号
□
平
成
二
十
六
年
千
葉
県
告
示
第
七
百
十
八
号
□
平
成
三
十
一
年

千
葉
県
告
示
第
四
十
五
号
□
令
和
六
年
千
葉
県
告
示
第
百
六
十
五
号
□
令
和
六
年
千
葉

県
告
示
第
三
百
四
十
三
号
及
び
令
和
七
年
千
葉
県
告
示
第
百
七
十
四
号
の
事
業
地
に 

に
掲
げ
る
区
域
を
加
え
た
区
域
と
し
□
当
該
事
業
地
の
う
ち 

に
掲
げ
る
地
内
お
い
て

事
業
地
を
変
更
す
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

袖
ケ
浦
市
坂
戸
市
場
字
上
宮
ノ
下
及
び
字
中
宮
ノ
下
の
全
部
の
区
域
並
び
に
坂
戸

市
場
字
下
川
端
及
び
字
上
川
端
並
び
に
神
納
字
下
柳
原
□
字
田
島
及
び
字
中
川
原
東

の
各
一
部
の
区
域 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

袖
ケ
浦
市
坂
戸
市
場
字
坂
戸
山
及
び
字
下
宮
ノ
下
並
び
に
神
納
字
柳
原
□
字
三
俣

新
田
及
び
字
西
出
津
地
内 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

   

 

（一） 

 

（二） 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

１
７

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
さ

わ
や

か
ち

ば
県

民
プ

ラ
ザ

所
長

 
 

小
 

沢
 

 
純

 
一

 
 

 

 

（一） 

 

（二） 

 
 

 

購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

五
七
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 
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県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


